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令和８年６月 29日 

～ 熱中症から身を守るために ～ 

 

 

 京都府内の市町村で初めて、郵便局とクーリングシェルター(暑熱避難施設)に係る協定

を締結しました。 

 

・日本郵便株式会社と協定を結ぶことで、市内各地区の郵便局（９局）で熱中症から身を守

ることができるようになりました。 

 
 日 時 

 ・６月 25日（木） 午前９時 00分～９時 30分 

 

 場 所 

 ・宮津市役所 応接室 

 

 内 容 

 ・クーリングシェルター協定式 

  相手方：宮津市内郵便局側代表 

      日本郵便株式会社 天橋立郵便局 局長 河嶋 洋文 

 

 その他 

 ・郵便局と本協定を結ぶのは京都府内の市町村では初です。また、本協定を民間事業者

と結ぶのは、宮津市では初めてです。既設は、宮津市立図書館、みやづ歴史の館のみ。 

・近年の熱中症による搬送件数 

Ｒ７：市内で搬送 12件、市在住の方 11件 

Ｒ６：市内で搬送 35件（ブルーインパルスの影響で増）、市在住の方 13件 

 

【担当者のコメント】 

・市内の郵便局とは、これまでにマイナンバーカードの手続や道路や公園の異常や不法

投棄の発見など市民の安心・安全に関する内容の協定を締結いただいています。 

・今回の協定を機会に、クールスポット(涼み処)としても御利用いただけるようで、市

民や観光客の熱中症予防につながれば大変嬉しくお思います。また、ほかの事業所で

もこうした動きが出てくること期待しています。 
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